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つくば市総合周産期医学寄附研究部門の設置に関する協定書

国立大学法人筑波大学 (以下 「甲」 とい う。)と つくば市 (以下 「乙」 とい

う。)は、乙の寄附によ'り 甲に設置するつ くば市総合周産期医学寄附研究部門

(以下 「寄附研究部門」とい う。)に関 し、以下のとお り協定を締結すると

(目 的)

第 1条 この寄附研究部門は、乙の要請に基づき、甲において、つくば市地域
~周

産期医療体制の充実・向上、周産期医療を担う医師及び助産師の養成 。確

保を行い、将来にわたって市民の安全で安心な出産の場を安定的に提供する

ことを目的とする。

(教育及び研究)         |
第 2条 前条の目的を達成するため、甲は寄附研究部門において、次に掲げる教

育及び研究に取り組むこととする。

(1)地域周産期医療を担う新たな人材育成プログラムの開発と運用に関する

こと3

(2)地域周産期医療体制の整備、卒前・卒後の一貫した総合周産期医学教育・

研修の環境づくりに関すること。    ′

(3)地域周産期医療提供体制の在り方に関することを

2 甲は寄附研究部門に教員を置き、乙と協議の上、前項に規定する教育及び研

究を行うものとする。

(実施場所)                  f
第 3条 前条が教育及び研究は、乙の要請に基づき、甲が設置する筑波大学附属

病院の組織として設置するつくば市バースセンターにおいて行 うものとする。

(設置期間)

第 4条 寄附研究部門の設置期間は、令和 5年 4月 1日 から令和 10年 3月 31

日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情が生じた場合は甲と乙が協議

し、当該期間を変更することができるものとする。

(寄附金の額)

第 5条 寄附研究部門の設置に係る乙の寄附金の額は、各年度 4,200万円とす

る。       ́                          ,1
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情が生じた場合は甲と乙が協議

し、各年度の寄附金の額を変更することができるものとする。

(寄附金の使途)

第 6条 前条の寄附金は、第 2条の教育及び研究を実施するために必要な経費

に充てることとする。

雌

ミ層
Ξ)くば圏
麗団路

資料１－１



―

(支払いの方法)

第 7条 乙は、甲と協議し、時期を定め、年度ごとに大学に寄附金を支払うもの
とする。

(報告)

第 8条 甲は、毎年度、当該年度の実績、教育及び研究の成果を翌年度 5月 末ま
でに、乙に報告するものとする。

'(内
容の変更)

第 9条 甲は、寄附研究部門の内容に重要な変更を加えようとする場合は、.あ ら
かじめ乙と協議するものとする。

(効力)

第 19条 本協定は、令和 5年 4月 1日 から効力を生じる。

(その他)

第 11条 本協定に関して疑義が生じた場合は、甲と乙はその都度、誠意をもっ
て協議の上、決定するものとする。         ィ

この協定の締結を証するため、本協定書 2通を作成 し、甲乙記名捺印の上、そ
れぞれ 1通 を保有する。

令不日5年 (2023年)3月 31日

甲 茨城県つくば市天王台

国立大学法人筑波大学

学 長 ,永 由 恭 歳鰹銘鵬
脚

〔

乙   茨城県つくば市研究学園一丁目1番地 1

つくば市
つくば市長 五 十 嵐 立
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つ くば市バィスセンターの運営に関する覚書

国立大学法人筑波大学附属病院 (以下 「甲」 とい う。)と つくば市 (以下

「乙」とい う。)は、令和う年 ,月∂十日付で締結 したつ くば市総合周産期医学

附研究部門の設置に関する協定書に基づき甲の組織として設置するつくば市

―スセンター (以下「バースセンター」というも)イこついて、その適切な運

を図るため以下のとおり覚書を締結する。

(バースセンターの設置目的)

第 1条 |バースセンターはヽ次に掲げる事項を目的として設置するものとす

る。

(1)助産師が妊娠期から産褥期に継続的に関わることで、
'妊

産婦が主体的に

妊娠・出産・育児に臨めるよう、妊娠・出産に姑する危[父性が低い妊産婦

を対象に、助産師が中心となつて妊娠 。出産・育児をサポー トし、医師立

ち会いの下で出産できる環境を提供すること。

(2)周産期医療を担う医師及び助産師の養成 。確保のため、寄附研究部門に

て取り組む教育及び研究を行う場をしての役割を果たすことむ

(バースセンターの管理運営)

第 2条 バースセンターの管理運営は、甲と乙が必要な都度、協議を行し、ヽ、そ

れに基づき、甲が自己の責任と負担で行う。

(バースセンターの業務)

第 3条 バースセンタエは、寄附研究部門で取り組む教育及び研究組織とし

て、次の業務を行 う。

(1)地域周産期医療に係る臨床教育・研修に関すること。 !
(2)地域周産期医療提供体制の整備及び在 り方に関することと

(3)その他寄附研究部門の目的を達成するため必要な業務    :

(バースセンターの管理運営等に要する経費負担)      i
第4条 バースセンターの管理運営等に要する経費は、甲の負担とする。

(バースセンターの運営により生じた収益の帰属)

第 5条 バースセンターの運営により生じた収益は、全て甲に帰属する。

(バースセンタ‐の周知)

第 6条  甲は、来院 したつくば市民が確認 しやすい場所に、バースセンターの名

称を表示するもの とする。   i           〉

2 甲、乙ともにバ
=ス

センターの周知に努めるものとする。

(有効期間)

第 7条 この覚書の有効期間は、令和 5年 4月 1日 から令和 10年 3月 31日 ま

でとする。
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(その他)             !
第8条 この覚書に定める事項にういて疑義が生じたとき又はこの覚書に定め
のない事項について定める必要が生じたときは、その都度、甲、乙が協議の
上、決定するものとすると        |   .

この覚書の締結を証するため、覚書2通を作成し、甲、乙が記名捺印の上、
それぞれ1通を保有する。

令和 5年 (2023年)3月 31日

甲 茨城県つ くば市天久保二丁 目

国立大学法人筑波大学

附属病院長   原

乙   茨城県つくば市研究学園二丁目1番地 1

つくば市        |
っく:ば市長 五 十 嵐 立
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つくば市パースセンターの施設再整備に関する協定書

国立大学法人筑波大学 (以下 「甲」 とい う。)と つ くば市 (以下 「乙」とい

う。)は、つくば市バースセンター (以下「バエスセンター」という。)の施設

再整備 (以下「施設再整備」という。)に関し、以下のとおり協定を締結す

(目 的)

第 1条 助産師が妊娠期から産褥期に継続的に関わることで、妊産婦が主体的

に妊娠・出産・育児に臨めるよう、妊娠・出産に対する危険性が低い妊産婦

を対象に(助産師が中心となって妊娠・出産 !育児をサポー トし、医師立ち

会いの下で出産できる環境を拡充して提供することを目的とする。

(施設再整備の規模 )

第 2条 甲は、実施 している病棟Bの全面改修に際して、当該建物内に 12床

に増床した専用病棟としてバ▼スセンターを移転し、再整備するものとす
ると    `

(施設再整備に要する経費負担 )

第 3条 施設再整備が竣工 した際は、乙は、甲に施設再整備に要 した費用の一

部 として 3億円を一括 して寄附するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情が生 じた場合は甲と乙が協議

し、寄附金の額を変更することができるものとする。

(有効期間)

第4条 本協定の有効期間は、令和 5年 4月 1日 から令和6年 3月 31日 まで

とする。         ,

(その他 )

第 5条 本協定に定める事項にっいて疑義が生 じたとき又は本協定に定めのな

い事項について定める必要が生 じたときは、その都度、甲、乙が協議の上、

決定する。    |
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この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、

それぞれ 1通を保有する。 
ψ

令不日5年  (2023年 ) 3月  31 日

茨城県つくば市天久

国立大学法人筑波大

学長 永 田 恭

る   茨城県つくば市研究学園一丁目1番地 1

つくば市     、
つくば市長 二 十 嵐 立
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（令和４年度）あかちゃん訪問調査時における市民の出産場所等に関するアンケート調査

1 調査の目的 本調査は、市民の出産場所に関する状況把握のため実施

2 調査期間 令和４年（2022年）4月1日～令和５年（2023年）3月30日（12ヶ月分）　

3 調査対象 市内に住所を有する、概ね生後4ヶ月未満の赤ちゃんを持つ母親

4 回収件数 1,876件

5 調査方法 いばらき電子申請による電子申請アンケート

■出産した医療機関の場所
回答（人） 割合

1 市内 1,249 66.6%
2 市外 411 21.9%
3 県外 216 11.5%

1,876 100.0%

■出産した市内の医療機関
回答（人） 割合

1 つくば市バースセンター 59 4.7%
2 筑波大学附属病院（産科） 254 20.3%
3 筑波学園病院 166 13.3%
4 なないろレディースクリニック 674 54.0%
5 なないろもあバーススクリニック 96 7.7%

1,249 100.0%

■市外・県外の医療機関で出産した理由（複数回答）
回答（人） 割合

1 里帰り出産 311 49.6%
2 市内で予約が取れなかった 52 8.3%
3 評判が良かった 99 15.8%
4 自宅から近い 46 7.3%
5 その他 163 26.0%

627 100.0%

■平成26年度～R4年度　市外・県外の医療機関で出産した理由（複数回答）のうち、「市内で予約が取れなかった」の割合
年度 割合

H26年度 15.2%

H27年度 11.7%

H28年度 10.8%

H29年度 8.7%

H30年度 6.6%

R1年度 6.7%

R2年度 9.5%

R3年度 8.7%

R４年度 8.3%

合計

合計

合計

59 

254 

166 

674 

96 
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市外・県外の医療機関で出産した理由（複数回

答）
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１ つくば市バースセンターにおける分娩数の推移

年
分娩件数
（件）

つくば市民
（件）

つくば市民
割合（％）

分娩
累計件数
（件）

つくば市民
累計件数
（件）

つくば市民
累計割合
（％）

平成25年（2013年）９月～12月 1 1 100.0 1 1 100.0
平成26年（2014年） 43 35 81.4 44 36 81.8
平成27年（2015年） 119 89 74.8 163 125 76.7
平成28年（2016年） 113 88 77.9 276 213 77.2
平成29年（2017年） 119 90 75.6 395 303 76.7
平成30年（2018年） 101 78 77.2 496 381 76.8
令和元年（2019年） 112 88 78.6 608 469 77.1
令和２年（2020年） 138 106 76.8 746 575 77.1
令和3年（2021年） 88 76 86.4 834 651 78.1
令和4年（2022年） 103 95 92.2 937 746 79.6
累計数 937 746 79.6 937 746 79.6

＊年集計（１月～12月）

1
43

119 113 119
101

112

138

88
103

1 35

89 88 90
78

88
106

76
95

つくば市バースセンターにおける分娩数の推移

分娩件数（件） つくば市民
（件）
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2 筑波大学附属病院における分娩数の推移
分娩件数
（件）

つくば市民
（件）

つくば市民
割合（％）

平成24年（2012年） 721 285 39.5
平成25年（2013年） 824 331 40.2
平成26年（2014年） 970 404 41.6
平成27年（2015年） 1,054 431 40.9
平成28年（2016年） 1,024 465 45.4
平成29年（2017年） 1,089 469 43.1
平成30年（2018年） 1,029 433 42.1
令和元年（2019年） 967 419 43.3
令和２年（2020年） 1,026 457 44.5
令和3年（2021年） 878 428 48.7
令和4年（2022年） 932 473 50.8
累計数 10,514 4,595 43.7

＊年集計（1月～12月）

721 
824 

970 
1,054 1,024 

1,089 
1,029 

967 
1,026 

878 
932 

285 
331 

404 431 465 469 433 419 457 428 473 

筑波大学附属病院における分娩数の推移

分娩件数
（件）

つくば市民（件）

2



３ 産婦人科を専攻する医師及び助産師数

筑波大 市内 県内 県外
平成25年（2013年） 5 1 2 2 0
平成26年（2014年） 4 1 1 2 0
平成27年（2015年） 6 2 2 2 0
平成28年（2016年） 5 2 1 2 0
平成29年（2017年） 4 2 0 2 0
平成30年（2018年） 9 1 1 6 1
令和元年（2019年） 8 3 1 4 0 ＜予定＞

令和２年（2020年） 14 2024年3月後期研修修了予定
令和３年（2021年） 6 2025年3月後期研修修了予定
令和４年（2022年） 5 2026年3月後期研修修了予定

筑波大 市内 県内 県外
平成25年（2013年） 0 0 0 0 0 ※本学に助産師養成課程は無かった

平成26年（2014年） 2 2 0 0 0
平成27年（2015年） 4 2 1 0 1
平成28年（2016年） 5 2 2 1 0
平成29年（2017年） 4 2 0 1 1
平成30年（2018年） 5 2 1 0 2
令和元年（2019年） 4 3 1 0 0
令和２年（2020年） 4 3 0 0 1
令和３年（2021年） 2 1 1 0 0 ＜予定＞

令和４年（2022年） 5

４ 筑波大学附属病院産婦人科でのハイリスク妊産婦への対応
 (1）精神疾患既往もしくは合併妊婦分娩数 年間110名（2022年実績）

※うちつくば市民の支援数 年間39名（2022年実績）

※うちつくば市民の支援数 年間約10名（2022年実績）

＊年度集計

    上記ケース全例について、週1回の産科医師、精神科医師、助産師、ソーシャルワーカー
  によるミーティングを実施し、情報の共有、医学的管理方針の決定を行っている。

医師数
（人）

医師の勤務地内訳（人）

*年度ごとの後期研修修了時の状況の数を計上する

＊年度ごと（大学院修了時）の状況の数を計上

助産師
（人）

助産師の勤務地内訳数（人）

2024年3月大学院助産師養成課程修了予定

  早期からソーシャルワーカーが関与している。

 (2）経済的に問題のある妊婦 年間約35名分娩（2022年実績）

3
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